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令和３年第４回羽村・瑞穂地区学校給食組合 

教 育 委 員 会 （ 定 例 会 ） 会 議 録 

 

 

日 時  令和３年９月２９日（木）午後１時３０分～午後１時５１分 

場 所  羽村・瑞穂地区第２学校給食センター会議室 

出席者の氏名  ５名 

教育長 桜沢 修、教育長職務代理者 鳥海 俊身、委員 塩田 真紀子、 

委員 永井 英義、委員 村上 豊子 

 

欠席者  なし 

 

傍聴者  なし 

 

出席した職員の職・氏名 

事務局長 石田 哲也、管理給食係長 瀧島 淳介 

 

組織市町教育委員会の出席者の職・氏名 

羽村市教育委員会生涯学習部教育課長 西尾 洋介 

瑞穂町教育委員会教育部長 小峰 芳行 

瑞穂町教育委員会教育部学校教育課長 大澤 達哉 

 

議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告事項１ 令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報告に

ついて 

日程第３ 報告事項２ 令和３年度学校給食に関するポスターコンクール 

審査結果について 
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会議経過 

〇教育長 皆様、こんにちは。 

ただいまの出席者は、５名です。 

定足数に達しておりますので、これより令和３年第４回羽村・瑞穂地区学校

給食組合教育委員会（定例会）を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

〔日程第１〕 

○教育長 会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会会議規則」  

第２７条第２項の規定により、教育長において、村上豊子委員を指名します。 

よろしくお願いします。 

 

〔日程第２〕 

○教育長 報告事項１、令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報告に  

ついてを議題といたします。 

事務局より報告をお願いします。 

 

〇管理給食係長 教育長、管理給食係長です。 

 

○教育長 管理給食係長。 

 

〇管理給食係長 報告事項１、令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算  

報告について説明いたします。 

Ａ４横の報告事項１－１資料「令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計 

決算書」をご覧ください。 

表紙をおめくりいただきまして、１頁をご覧ください。 

上段が収入、下段が支出となっております。 

はじめに収入です。 

科目ごとに「予算現額」「調定額」「収入済額」「不納欠損額」「収入未済額」

「備考」の順に説明いたします。 
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科目「１小学校給食費」は、201,059,000 円、199,489,217 円、196,372,777

円､0 円､3,116,440 円｡ 

内訳は、「１現年度給食費」が、200,159,000 円､196,462,720 円､195,766,920

円､0 円､695,800 円、児童・教職員等の給食費、第１センター職員の給食費で

す。 

なお、決算書に記載はございませんが、収納率は 99.65％で、前年度比 0.08％

の増となりました。 

「２過年度給食費」が、900,000 円、3,026,497 円､605,857 円､0 円､2,420,640

円､50 人から徴収した過年度給食費です｡ 

次に、科目「２中学校給食費」は、111,307,000 円、108,699,302 円、104,856,913

円、43,903 円、3,798,486 円｡  

内訳は、「１現年度給食費」が、110,107,000 円、104,974,986 円、104,274,646

円､0 円､700,340 円､生徒･教職員等の給食費､第２センター職員の給食費です｡ 

なお､決算書に記載はございませんが、収納率は 99.33％で、前年度比 0.15％

の増となりました。 

「２過年度給食費」が、1,200,000 円、3,724,316 円、582,267 円、43,903 円、

3,098,146 円、53 人から徴収した過年度給食費です。 

なお、不納欠損額 43,903 円は、２世帯分の過年度給食費です。 

次に科目「３繰越金」は、1,500,000 円、5,935,094 円、5,935,094 円、不納

欠損額及び収入未済額はございません。 

次に「４諸収入」は、128,000 円、5,822,014 円、5,822,014 円、不納欠損額

及び収入未済額はございません。 

内訳は、例年の廃油代、預金利子に加え、令和２年度は学校臨時休業対策費

補助金の収入があったことで前年度比大幅増となりました。 

以上、収入合計は、313,994,000 円、319,945,627 円、312,986,798 円、43,903

円、6,914,926 円でございます。 

次に支出です。 

科目ごとに「予算現額」「支出済額」「不用額」「備考」の順に説明します。 

科目「１小学校原材料費」は、201,059,000 円、198,584,750 円、2,474,250

円、米飯代、牛乳代、パン代、副食代でございます。 

なお、決算書に記載はございませんが、予算現額に対する執行率は 98.77％

でございます。 
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科目「２中学校原材料費」は、111,307,000 円、104,747,923 円、6,559,077

円、備考については小学校原材料費と同様の内容を記載しています。 

なお、決算書に記載はございませんが、予算現額に対する執行率は 94.11％

でございます。 

科目「３還付金」は、528,000 円、527,170 円､830 円､当初の予算額に不足が

生じたため､予備費から不足額 23,000 円を充用し､予算現額を 528,000 円とし

て支出したものです｡ 

科目「４予備費」は、1,100,000 円、0 円、1,100,000 円、還付金へ 23,000 円

を充用しました。 

以上、支出合計は、313,994,000 円、303,859,843 円､10,134,157 円でござい

ます｡ 

収入支出差引残高は、9,126,955 円でございます｡収入支出差引残高は､令和

３年度へ繰り越すものでございます。 

次の頁、２頁をお開きください。 

「令和２年度学校給食費等収支内訳表」を説明します。 

科目「１小学校給食費」の「１現年度給食費」については学校別、「２過年度

給食費」については令和元年度分以前の収支内訳でございます。 

「２中学校給食費」についても同様でございます。 

科目を右に５つめになりますが、「食材料支出額Ｂ」という項目の最下段、 

計欄に記載の 303,332,673 円は､小学校､中学校の食材購入費の総額でございま

す。 

科目「３繰越金」5,935,094 円は、令和元年度からの繰越金でございます。 

科目「４諸収入」5,822,014 円は、廃油代・預金利子及び学校臨時休業対策費

補助金でございます。 

次の頁、３頁をご覧ください。 

決算資料２は、「令和２年度学校給食原材料種類別支出額表」でございます。 

この表は、小学校・中学校別に１年間に使用した食材を食品分類ごとに分け、

項目ごとの支出額を記載したものでございます。 

以上で、「令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報告について」の 

説明を終わります。 

なお、令和３年８月２４日午後２時３０分より、羽村・瑞穂地区学校給食  



- 5 - 

センター事務室において、羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員 

から選出された監査委員 前田富美子氏・白石渚氏の２名により監査を実施 

いただきました。 

計数の過誤、関係諸帳簿及び証拠書類について、厳正に審査いただいた結果、

収支とも正確なものと認められたことをここに報告し、決算審査結果の写し、

報告事項１-２資料を添付します。 

また、羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の皆様には、今月  

書面開催した第２回運営審議会において、報告が済んでおりますことを申し 

添えいたします。 

以上です。 

 

○教育長 以上で報告が終わりました。 

なにか質疑ありますでしょうか。 

 

〇教育長 では私から１点だけ。 

諸収入にあります学校臨時休業対策費補助金 5,748,734 円。 

このことについて、説明してください。 

 

〇事務局長 教育長、事務局長です。 

 

〇教育長 事務局長。 

 

〇事務局長 それでは、今教育長からご指摘いただきました学校臨時休業対策費

補助金についてご説明申し上げます。 

令和元年度３月と令和２年度４月５月は、学校が臨時休業になった関係で 

給食の提供がございませんでした。 

食材の発注は３月分については２月に、４月分については３月に、５月分に

ついては４月にと、前月に発注をかけておりますので、緊急事態宣言が延び 

学校が休業になった関係で、その分給食が提供できないことで、食材のキャン

セルを行いました。 

キャンセル料が発生しなかったものについてはそのまま、例えば日持ちが 

するものについては、学校が始まってから提供する方法で発注しなおすことが

できたのですが、野菜等の日持ちがしないものについてはキャンセル料を支払

わなくてはならなくなりました。 

ただ、食材費は保護者が負担しているので、提供していない分の食材費を 
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保護者に負担してもらうわけにはいきませんので、国から学校臨時休業対策費

補助金ということで、自治体にその分の補填の補助金が来ることになりました。 

ただ一部事務組合である学校給食組合では直接国から補助金が来ませんの

で、キャンセル料を児童・生徒数で按分させていただいて、羽村市と瑞穂町  

から国へ申請をしていただいて、その分をまず羽村市、瑞穂町で補助金として

交付を受けて、そのまとまった分を今度は構成市町であります羽村市、瑞穂町

から給食組合へ補助金で頂きましたので、この諸収入のところに数字が入る 

わけです。 

最初に、羽村市と瑞穂町から組合の一般会計へ振り込まれまして、食材の 

支払については私費会計になっておりますので、その食材費について、組合の

一般会計から私費会計である給食費会計へ補助金として支払をさせていただ

いたことから、歳入に補助金というかたちで入ってきております。 

一部事務組合から給食センターの食材費関係の私費会計へ補助金を頂いて、

貰った金額を今度は支出のところで、食材納品事業者へ支払をしたため、歳入

歳出が同額になっております。 

支出は、例えば野菜のキャンセル料が中学校の分ということではなく、一括

で発注した額の半分はキャンセル料という農家からの請求でしたので、内訳に

書けないために、小学校原材料費と中学校原材料費の中に入ってしまっており

ます。 

 

〇教育長 この説明も含めて、質問ありますでしょうか 

 

〇永井委員 教育長。 

 

〇教育長 永井委員。 

 

〇永井委員 一点教えてください。 

還付金ってお返しするお金ですよね。 

これはどういうかたちでお返ししているんでしょうか。 

 

〇管理給食係長 教育長、管理給食係長です。 

 

〇教育長 管理給食係長。 
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〇管理給食係長 還付金につきましては、請求を学校長からまとめて給食センタ

ーへしていただいております。 

給食センターからは学校長へ現金でお返しして、学校から保護者へお返し 

いただいております。 

以上です。 

 

〇教育長 永井委員。 

 

〇永井委員 校長先生が児童・生徒に手渡すのですか、保護者にですか。 

 

〇管理給食係長 教育長、管理給食係長です。 

 

〇教育長 管理給食係長。 

 

〇管理給食係長 保護者にです。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 

〇永井委員 はい。 

 

○教育長 ほかにご質問ありますか。 

ないようでしたら、以上で質疑を終了します。 

以上で、報告事項１、令和２年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計決算報告

についてを終了します。 

 

〔日程第３〕 

○教育長 報告事項２、令和３年度学校給食に関するポスターコンクール審査 

結果についてを議題といたします。 

事務局より報告をお願いします。 

 

○管理給食係長 教育長、管理給食係長です。 

 

○教育長 管理給食係長。 

 

○管理給食係長 報告事項２、令和３年度学校給食に関するポスターコンクール

審査結果について説明いたします。 
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Ａ４縦の報告事項２資料「令和３年度学校給食に関するポスターコンクール

審査結果」をご覧ください。 

これは９月１５日（水）に行われました令和３年度学校給食に関するポスタ

ーコンクール審査会において、応募点数６０６点の中から最優秀賞・優秀賞・

入賞作品が決定しましたので、その御報告となります。 

配付した作品の写しが、今回、最優秀賞、優秀賞、入賞となった作品になり

ます。 

後ほどお目通しをお願いいたします。 

今後の予定につきましては、１０月２２日（金）に最優秀賞受賞者４名を  

対象とした表彰式を行い、その後、瑞穂町郷土資料館けやき館及び羽村市生涯

学習センターゆとろぎにおいて、全受賞作品の原画展示会を実施する予定です。 

日程等につきましては、後日通知を送らせていただきますので、お時間が 

ございましたらお立ち寄りいただき、ご覧いただけますと幸いです。 

 

〇教育長 以上で、報告が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑がありましたらお願いします。 

 

〇永井委員 教育長。 

 

〇教育長  永井委員。 

 

〇永井委員 学校給食ポスターコンクールについてですが、せっかくＧＩＧＡ 

スクールが始まったので、デジタル作品が出てくるような仕掛け等を今後  

考えられてみてはどうかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

以上です。 

 

〇事務局長 教育長、事務局長です。 

 

〇教育長 事務局長。 

 

〇事務局長 羽村市も瑞穂町もそうだと思うのですが、色々なポスターコンクー

ルをやっていて、私どももできればデジタルの関係ですとか検討していきたい

と思いますので、貴重なご意見ありがとうございました。 

 

〇教育長 永井委員、よろしいですか。 
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〇永井委員 はい。 

 

〇教育長 ほかに質疑ありますか。 

ないようですので、これで質疑を終了とします。 

以上で、報告事項２、令和３年度学校給食に関するポスターコンクール審査

結果についてを終了します。 

以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

これにて、令和３年第４回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例

会）を閉会といたします。 

大変ご苦労様でした。 

 

 

以上、会議の経過（概要）を記載し、その相違のないことを証するために、   

ここに署名いたします。 

 

令和３年９月２９日 

 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

教 育 長 

 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

委 員 


